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午前９時５８分開会 

○鹿浜昭委員長 皆さんおはようございます。 

  定刻前ではございますが、全員おそろいです

ので、ただいまより区民委員会を開会させてい

ただきます。 

 

           ◇            

 

○鹿浜昭委員長 最初に、記録署名委員２名を、

私から指名いたします。 

  さの委員、へんみ委員、よろしくお願いいた

します。 

 

           ◇            

 

○鹿浜昭委員長 次に、異動管理職の紹介があり

ます。 

  まず、区民部長から異動のあった所管の課長

級職員について紹介をお願いします。 

○区民部長 私から区民部内の異動があった課

長級職員を紹介いたします。 

  久保田夏恵定額減税給付金担当課長です。前

任職は、福祉部高齢者施策推進室長付介護保険

課、特養整備推進担当係長で、今回昇任です。 

  続きまして、鈴木和広納税課長です。前任職

は、課税課課税第１係長で、今回昇任です。 

  続きまして、島田裕司高齢医療・年金課長で

す。前任職は、納税課長です。 

  以上で私からの紹介を終わります。 

○鹿浜昭委員長 ありがとうございました。 

  続いて、地域のちから推進部長から異動のあ

った所管の課長級職員について紹介をお願い

いたします。 

○地域のちから推進部長 おはようございます。

よろしくお願いいたします。 

  私から地域のちから推進部及び生涯学習支

援室内の異動があった課長級職員を紹介いた

します。 

  小木曽弘規多様性社会推進課長です。前任職

は、足立福祉事務所中部第二福祉課長です。 

  続きまして、中島宣幸地域文化課長です。３

分野連携担当課長を兼務いたします。前任職は、

衛生部衛生管理課衛生管理係長で、今回昇任で

す。 

  太田照生生涯学習支援課長です。前任職は、

福祉部高齢者施策推進室長付高齢福祉課長で

す。 

  村本浩史スポーツ振興課長です。前任職は、

危機管理部総合防災対策室付災害対策課防災

計画担当係長で、今回昇任です。 

  河合郁子図書館サービスデザイン担当課長

です。令和６年度の新設ポストで、公募による

新規採用です。 

  以上で私からの紹介を終わります。よろしく

お願いいたします。 

○鹿浜昭委員長 ありがとうございました。 

 

           ◇            

 

○鹿浜昭委員長 次に、組織改正に伴う新組織の

事務分掌に移ります。 

  組織改正に伴う新組織の事務分掌につきま

しては既に資料を配付いたしましたので、説明

に代えさせていただきます。 

 

           ◇            

 

○鹿浜昭委員長 次に、陳情の審査に移ります。 

  （１）５受理番号２７ 選択的夫婦別姓制度

法制化を早期実現するよう国に意見書の提出
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を求める陳情を単独議題といたします。 

  前回は継続審査であります。 

  執行機関は何か変化はありますか。 

○戸籍住民課長 特別区の動きがございました

ので、１つだけ御報告させていただきます。 

  令和６年３月１５日付で練馬区区議会の方

から国の方に意見書があったところでござい

ます。 

  これで、２３区の中で１６区が意見書を出し

ているという状況です。 

  以上です。 

○鹿浜昭委員長 ありがとうございました。 

  それでは質疑に入ります。 

  何か質疑ありますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○鹿浜昭委員長 質疑なしと認めます。 

  各会派の意見をお願いします。 

○長沢興祐委員 継続でお願いします。 

○さの智恵子委員 今練馬区でもそういう動き

があったということでもございます。うちの会

派の中でも様々今議論をしておりますので、継

続でお願いいたします。 

○小林ともよ委員 今紹介にあった練馬区の区

議、我が党の区議の方にどのように意見書を上

げることになったのかちょっと確認をさせて

いただいたのですけれども、自民党の若手の議

員が年配の議員を説得して意見書を上げるこ

とになったと聞いております。国会でも我が党

の小池晃議員の質問では、ほかの野党は全て賛

成していて、自民党内で意見が分かれているだ

けだということが明らかになりました。前回の

区民委員会でも申し上げましたように、日本経

済団体連合会も要望しております。自民党内で

も一刻も早く採択できるよう話し合っていた

だきたいと思いまして、採択とお願いします。 

○へんみ圭二委員 採択です。 

○鹿浜昭委員長 それでは、これより採決いたし

ます。 

  本件は、継続審査とすることに賛成の方の挙

手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○鹿浜昭委員長 挙手多数であります。 

  よって、継続審査と決定いたしました。 

  次に、（２）５受理番号２８ 現行の健康保

険証を存続するよう国に意見書の提出を求め

る陳情、（３）５受理番号２９ 健康保険証を

存続するよう国に意見書の提出を求める陳情、

（４）５受理番号３０ 現行の健康保険証廃止

を中止するよう国に意見書の提出を求める陳

情、以上３件を一括議題といたします。 

  ３件とも前回は継続審査であります。 

  また、報告事項２マイナンバーカードと健康

保険証の一体化に向けた動きについてが本陳

情と関連しておりますので、併せて報告を受け

ます。 

○区民部長 それでは、区民委員会資料区民部編

の４ページをお開きください。 

  マイナンバーカードと健康保険証の一体化

に向けた動きについて御報告いたします。 

  項番１ですが、健康保険証は令和６年１２月

２日に廃止となります。 

  次に、項番２ですが、マイナ保険証の外来診

察の利用率について、目標を設定して国に報告

するよう依頼がありました。国は、令和６年１

１月に５０％の達成を求めております。区とい

たしましては、グラフに記載のとおり、実績を

踏まえて、なだらかに５０％を目指す目標数値

を設定いたします。 

  次に、５ページの項番３でございます。 

  政府は、マイナ保険証の機能をスマートフォ
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ンに搭載するマイナンバー法改正案を閣議決

定いたしました。改正案の成立後、令和７年夏

以降の導入を目指すとしているものでござい

ます。 

  具体的な事例として、スマートフォンを使っ

た本人確認や年齢確認などの手続が可能とな

るものです。なお、資料記載の「マイナ保険証

の機能を記載した」との記載は、正しくは「マ

イナ保険証などの機能を搭載した」ですので、

訂正しておわび申し上げます。大変申し訳ござ

いません。 

  次に、項番４ですが、７ページを御覧いただ

きたいと思います。 

  マイナ保険証を所持してない方には、本人の

申請よらず資格確認証を交付いたします。高齢

受給者証は、資格確認証と一体化せずに現行ど

おり交付いたします。 

  最後に、今後の方針ですが、あだち広報、ホ

ームページ、国保だよりにより、国保加入者に

丁寧に周知してまいります。 

  私からの説明は以上でございます。 

○鹿浜昭委員長 ありがとうございました。 

  それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はありますか。 

○小林ともよ委員 今回マイナ保険証の利用率

を上げていくということになっておりますけ

れども、なだらかにといっておりますが、国の

水準と比べると足立区の方はまだまだ低い状

況で、決してなだらかじゃないなと思うのです

けれども、この目標をどのように達成していく

という計画を立てていらっしゃるでしょうか。 

○国民健康保険課長 ただいまの国の方が保険

者だけでなく、各医療機関に関してマイナ保険

証の推進に取り組んでいるところでございま

す。こうした国の動きと併せまして、区といた

しましても、いろいろと周知に努めてまいりた

いと考えているところでございます。 

○小林ともよ委員 そうですね、区としてもとい

うことなのですけれども、例えばこの目標を達

成しなかった場合というのは何か、達成しなか

った場合、何か罰則的な、ペナルティー的なも

のはあるのでしょうか。 

○国民健康保険課長 ２月５日に国の方から出

ているＱ＆Ａによりますと、仮に達成しなかっ

た場合にもペナルティーとは考えていないと

いうことが記載されているところでございま

す。 

○小林ともよ委員 利用するのは受診者本人で

すから、医療機関などが目標達成のために強要

することがあってはならないと思いますが、い

かがですか。 

○国民健康保険課長 強要というのではなく、あ

くまでもお願いという形で利用を促していき

たいと考えているところでございます。 

○小林ともよ委員 それと、今回マイナ保険証の

機能をスマートフォンの方に搭載していくと

いうことになっておりますけれども、カードで

はなくてスマートフォンに搭載すると、どのよ

うな利便性があるのでしょうか。 

○国民健康保険課長 まず、スマートフォンに搭

載することによりまして、今回の区民委員会資

料にも記載しましたように、マイナンバーカー

ドとしての様々な利用も可能になるというこ

とが１点ございます。 

 また、マイナ保険証ということに限って言えば、

保険証等を持たずにスマートフォンだけあれ

ば、すぐ医療機関が受けられる。あと本日の委

員会資料の４にも記載しましたように、高齢受

給者証、こちらの方の機能も中に含まれますの

で、持ち歩く物は少なくなるという利点がござ
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います。 

○小林ともよ委員 マイナンバーカードを持ち

歩くということに何か問題があるということ

なのでしょうか。 

○戸籍住民課長 マイナンバーカードを持ち歩

くデメリットとしては、落としたときの本人情

報、ただこれは運転免許証とも同じになります

ので、ＩＣチップに関してはパスワード等が必

要になりますので、それ以上のデメリットはな

いと考えております。 

○小林ともよ委員 先ほどスマートフォンだと

高齢者受給者証も一緒になると言っておりま

したけれども、ほとんどの高齢者の方というの

はスマートフォン使いこなせないような状況

の中で、高齢者の方には利便性が上がらないと

いうことなのだとも思います。 

  報告資料にもあるように、この資格確認証と

高齢者受給証も、あれですかね、ほとんど今の

物と変わらないような状況でしょうか。 

○国民健康保険課長 足立区におきましては、高

齢受給者証については別に発行する。今までと

同じ考え方を取る予定でございます。 

○鹿浜昭委員長 他に質疑はよろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○鹿浜昭委員長 質疑なしと認めます。 

  各会派からの意見をお願いします。 

○長沢興祐委員 自民党としても、これ陳情三つ

に対しては今まで様々な視点から向き合って

まいりました。過去にも質問した際に、これを

足立区としてやっていかなくてはいけないこ

とはやっぱり窓口業務の負担軽減、そして最大

なところは区民の負担軽減で、区民サービスを

充実させるといったところであります。 

  この陳情に対してやっぱり我々が向き合う

べきは、役所の窓口負担、手続の負担を減って、

高額医療費の自己限度額を超える分の支払い

も免除されたり、災害時にも、能登の話もあり

ましたけれども、★★だったり、薬剤情報だっ

たり診療情報だったり、そういったものがデジ

タルフォーメーションの中で効率的に運用さ

れていくことが将来的にも必要なことだと思

って議論をしてまいりました。 

  そして、国の方もそちらの方向性で動いてい

くということ、そして先ほども質問ありました

けれども、マイナ保険証の利用率を上げていく

という目標設定をして、目標にしっかり届かせ

るのだという、応援の質問も先ほど出ましたの

で、そこに向けてしっかりやっていっていただ

くためには、やはりこの願意は、三つとも我々

としては否決ということで結論を出しました。 

  以上です。 

○さの智恵子委員 こちら報告でございました

が、令和６年１２月２日に廃止が決まったとい

うことでもございます。この現行の健康保険証

でございます。また、いろいろなマイナ保険証

の利便性も、令和７年夏以降はスマートフォン

でも利用ができるということで、利便性が本当

にこう上がっていくということでもございま

す。 

  ただ一方で、この現在のマイナ保険証の利用

者が４．３％という低い現状もございますし、

令和６年１１月に向けて５０％ということで

もございます。 

  願意はおおむね満たしてはいるかと思いま

すが、この辺の課題に対してもしっかり議論を

しながら進めていくことが大事かと思います

ので、今回は継続でお願いいたします。 

○小林ともよ委員 私の方でも、利用率がまだま

だ低いという状況で、拙速に健康保険証をなく

していくということはないと思います。 
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  今回の資格確認証は健康保険証そのもので、

高齢者受給者証もそんなに、全く変わらないと

いうことでは、新たに税金を投入して無理やり

導入していかなければならないものか疑問で

もありますので、現行の保検証を存続させるべ

きと思いますので、採択でお願いします。 

○へんみ圭二委員 紙の健康保険証の不正利用

によるデメリットというのもありますし、それ

からマイナ保険証については過去の特定健診

の結果などを閲覧できるようになったりする

メリットもあると思いますから、私も不採択で

お願いします。 

○鹿浜昭委員長 それではこれより採決いたし

ます。 

  本件は継続審査とすることに賛成の方の挙

手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○鹿浜昭委員長 継続少数であります。よって、

直ちに採決いたします。 

  採決に当たり委員長より申し上げます。 

  本件は意見書の提出を求めるものであるた

め、議会運営委員会決定により不採択を諮るこ

ととなっております。 

  本件は不採択とするべきものとすることに

賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○鹿浜昭委員長 挙手多数であります。よって、

本件は不採択とするべきものと決しました。 

  次に、（５）受理番号４５ 国民健康保険料

を値上げせず、負担を軽減することを求める陳

情を単独議題といたします。 

  前回は継続審査であります。 

  執行機関は何か変化はありますか。 

○国民健康保険課長 特に変化はございません。 

○鹿浜昭委員長 それでは、質疑に入ります。 

  何か質疑はありますか。 

○小林ともよ委員 区もプロジェクトチームを

組んで努力をしていただいたと思っておりま

す。しかし、現在、保険料が値上げを決定して

しまった現在、この陳情者がこの値上げに関し

てどのように、どのような思いでいるのか確認

をしていただきたいと思いますけれども、いか

がでしょうか。 

○区議会事務局長 陳情者に確認をさせていた

だきたいと思います。 

○鹿浜昭委員長 他によろしいでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○鹿浜昭委員長 質疑なしと認めます。 

  それでは各会派の意見をお願いします。 

○長沢興祐委員 これも前回の委員会でも質問

してきましたけれども、結論を出していくこと

も必要だと思います。陳情者の思いというのも

よく分かりますし、できる限り値上げをしない

ようにということは執行部、区長部局というか

役所の方も、我々議会も一緒だと思います。 

  ただ、この制度を維持しなくては、そもそも

セーフティーネットを張ることができなくな

ってしまって、区民に安定した医療を供給する

ことはできないという状況が発生してしまい

ます。ですので、改めてこの場で、区長含め皆

様方には医療費、保険料の抑制をお願いしつつ、

今回のこの陳情に対しては、制度を維持する目

的から不採択とさせていただきます。 

○さの智恵子委員 こちら先月、本当に臨時の区

民委員会でもこの条例が可決をされました。本

当に値上げは、我が党としても何とか抑えたい

という気持ちもございましたが、今他の委員か

らございましたように、この医療制度を維持す

るためにはやむを得ないということで可決も

させていただきましたので、今回こちらについ
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ては不採択でお願いいたします。 

○小林ともよ委員 また大幅な値上げとなって

しまいまして、国保料の値上げ、本当に生活を

圧迫すると思います。今、円安も止まらずに、

また物価が上がるということ、そして報道もさ

れておりますけれども、子ども支援金がまた上

乗せされていくということでは、この値上げ歯

止めが掛からなくなっていくことになると思

います。 

  この陳情者の方にも、値上げとなった現在ど

のような思いでいるか確認すべきだと私は思

いますので、継続でお願いします。 

○へんみ圭二委員 不採択です。 

○鹿浜昭委員長 それでは、これより採決いたし

ます。 

  本件は継続審査とすることに賛成の方の挙

手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○鹿浜昭委員長 挙手少数であります。よって、

直ちに採決いたします。 

  採決に際し申し上げます。挙手されない方は

採択に反対とみなしますので、御了承願います。 

  本件は採択するべきものとすることに賛成

の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○鹿浜昭委員長 挙手少数であります。よって、

不採択とするべきものと決定いたしました。 

 

           ◇            

 

○鹿浜昭委員長 次に、所管事務の調査を議題と

いたします。 

  （１）町会・自治会活動の活性化支援に関す

る調査についてを単独議題といたします。 

  何か質疑等はありますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○鹿浜昭委員長 質疑なしと認めます。 

 

           ◇            

 

○鹿浜昭委員長 次に、報告事項を議題といたし

ます。 

  １を区民部長から、３から１１まで以上９件

を地域のちから推進部長から、１２を絆づくり

担当部長から報告をお願いいたします。 

○区民部長 それでは、区民委員会報告資料区民

部編２ページをお開きください。 

  件名、民法改正に伴う嫡出推定制度の変更に

ついてでございます。 

  施行日が令和６年４月１日です。 

  改正内容でございますが、項番２です。表の

中で書いてございますが、今までは、離婚後３

００日以内に出生した子の父の推定というの

を、元夫を父と推定しておりました。改正後に

つきましては、母親が出生前に再婚した場合、

再婚後の夫を父と推定するものでございます。 

  また、項番２の嫡出否認の手続でございます

が、今までは、父子関係を否認する訴えは元夫

でございましたが、改正後につきましては、元

夫、母、子と改正するものでございます。 

  項番４でございます。改正による効果でござ

いますが、嫡出推定される元夫が父親として戸

籍に記載されることを嫌うため、戸籍届が出さ

ない状況が今までございました。今回法の改正

により、無戸籍状態が生じる可能性が低くなる

というものでございます。 

  ５番、今後の方針ですが、あだち広報やホー

ムページへの記載、各種窓口のチラシ配布を広

く注視いたします。特に区が把握している無戸

籍の子どもさん７名については、戸籍住民課か
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ら個別に法改正の内容や手続方法を説明して、

無戸籍状況の解消を図ってまいるものでござ

います。 

  私から以上でございます。 

○地域のちから推進部長 よろしくお願いいた

します。 

  それでは、委員会報告資料の地域のちから推

進部版を御覧いただければと存じます。 

  ２ページでございます。 

  公衆喫煙所の整備状況についての御報告に

なります。 

  項番１は、これまでの整備状況ですので御確

認をいただければと思います。 

  ３ページでございます。 

  令和６年度の整備予定箇所について、１か所

千住大橋駅の交通広場内に整備することを予

定しております。順調に進めば、来年３月の供

用開始を予定しております。 

  ４ページを御覧いただければと存じます。 

  ワーク・ライフ・バランス推進制度の見直し

案についてでございます。 

  認定から登録制度としての見直し案を、現時

点のものを御報告するものであります。ただ、

これから今認定を受けている企業ですとか、そ

ういった方の意見を聞いて、また更によりよい

ものとしたいということで考えておりますの

で、現時点での御報告とさせていただいており

ます。 

  課題でございますが、既に１月にも御報告し

ておりますが、認定手法だけでは、現在の認定

証だけでは企業の労働条件の安全性を担保し

ていくことが困難であるということから、など

の課題がございますということで、記載をさせ

ていただいております。 

  項番３の見直しの主な概要につきましては、

区内企業全般に普及啓発するための対象の企

業規模は制限しないですとか、チェックシート

方式を用いるといった内容での見直しの概要

となっております。 

  その他の項番につきましては、資料を御覧い

ただければと存じます。 

  恐れ入りますが、少し飛びまして、２１ペー

ジを御覧いただければと存じます。 

  ギャラクシティこども未来創造館、西新井文

化ホール及び子育てサロン西新井の指定管理

者の公募についてでございます。 

  新たな指定管理者を次のとおり公募すると

いうことでございますが、大規模改修工事が延

期になりましたので、その影響を受けて令和７

年４月１日から令和９年３月３１日まで２年

間、指定期間として公募するものでございます。

スケジュール等については記載させていただ

いておりますので、御覧いただければと存じま

す。 

  ２２ページでございます。 

  生涯学習総合施設学びピア２１のレストラ

ンの運営事業者の公募結果及び１階スペース

の変更についてでございます。 

  公募をしておりましたが、応募者がなかった

という御報告になります。応募しなかった主な

理由を、ア、イ、ウと記載をさせていただいて

おりますので御確認いただければと存じます。 

  また、１階のスペースにつきましては、受付

カウンターがございましたが、そちらを撤去し

て、今、暫定的にはフリースペースとして使用

していただいておりますが、今後の運用の在り

方については検討しているところでございま

す。 

  ２３ページを御覧いただければと存じます。 

  足立区スポーツ推進委員の委嘱についてで
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ございます。 

  今回２年の任期が切れまして、令和６年４月

１日から令和８年３月３１日までの２年間、委

嘱をさせていただいたものでございます。項番

２でお示しをしておりますが、３地区について

は未定となっております。 

  ２４ページに対象地域の委員の名簿がつい

ておりますので御確認いただければと存じま

す。 

  ２５ページでございます。 

  東綾瀬温水プールでの、鉄の部分の塗装改修

工事及び東渕江小学校の改築工事に伴う水泳

の事業についてでございます。 

  令和６年度東綾瀬温水プールの鉄の部分の

改修工事を実施するものでございます。また、

東渕江小学校が改築工事でプールが使用でき

ないため、この温水プールで水泳の授業を行う

ということでの御報告でございます。工事に伴

うプールの休止期間でございますが、項番１の

（３）にお示しをしておりますが、令和６年１

０月１日から令和７年２月２８日までを予定

しております。また、東渕江小学校の水泳授業

につきましては、項番２にお示しをしておりま

すが、今年度から令和８年度までを予定してお

ります。 

  ２７ページを御覧いただければと存じます。 

  高野小学校跡地スポーツ施設の設置に向け

た進捗状況についてでございます。 

  項番１の（２）にお示しをしておりますが、

今年６月を目途に設計の最終調整段階になっ

ております。 

  項番２でお示しをしておりますが、主な施設

概要については記載のとおりでございます。 

  次ページ以降に概略図がついておりますの

で御確認をいただければと思います。 

  ３０ページでございます。 

  足立区立図書館館則の一部改正についてで

ございます。 

  主な改正内容でございますが、（１）は損害

賠償の請求ということで、資料の希少性等を踏

まえ、相当の金額をもって賠償させることがで

きる旨の規定を追加するものであります。 

  （２）につきましては、未返納者に対する措

置としまして、返却期日の翌日から貸出しをで

きない、しないというふうにできる規定を変更

するものでございます。 

  （３）については、一定期間返却がない方に

対して資料を紛失したものとして金銭請求す

る場合があるということを、催告書を発送する

ことができるようにするものでございます。 

  ３３ページを御覧いただければと存じます。 

  足立区立図書館協議会の運営規則の制定に

ついてでございます。 

  さきの本会議でお認めいただきました条例

がございますので、それに伴って図書館協議会

の設置をするということになっております。協

議会についてですが、役割として項番２の（１）

に書かせていただいておりますが、図書館の運

営やサービスに関して中央図書館の諮問に応

じ、意見を述べることとなっております。 

  それから会議の開催ですが、毎年３回程度現

在のところを予定しております。委員の構成等

につきましては記載されておりますので、御確

認いただければと存じます。 

  私からは以上でございます。よろしくお願い

いたします。 

○絆づくり担当部長 ３６ページをお開けくだ

さい。 

  私からは、孤立ゼロプロジェクト推進活動の

令和６年度の新たな取り組み及びこれまでの
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実施状況について御報告をいたします。 

  項番１ですけれども、今回リーフレットを新

しく作成しましたのでお配りをさせていただ

きました。 

  項番２の（１）ですが、町会、自治会に委託

しております高齢者宅への訪問調査、これがス

ムーズに行えるきっかけづくりとして、タオル

等のグッズを配布することといたします。 

  （２）です。イとウですが、夏に地域包括支

援センターの職員が高齢者宅訪問した際、エア

コンを使用していなかったりとか、そういった

お宅にデジタル温湿度計を配布をいたします。

また、見守りをする側についても暑さ対策グッ

ズを配布いたします。 

  （３）の中学高校との連携です。都立青井高

校が、昨年１２月から地域包括支援センターの

スマホ教室や清掃活動に定期的に参加をして

おります。こういった取組をほかの学校の方に

も呼び掛けてまいりたいと考えております。 

  （４）事業の周知活動ですが、今回、事業Ｐ

Ｒと孤立の気付きに関するアニメーション動

画を作成いたしました。３７ページに記載の場

所で順次放映をしてまいります。これを通して、

これまで認知度が低かった若い世代を中心に

事業周知を強化してまいります。 

  ３７ページの項番３ですが、高齢者実態調査

の実施状況です。令和５年度は３６の町会、自

治会に実施をしていただきました。今年度コロ

ナ禍前のレベルに戻せるように取り組んでま

いります。 

  ３８ページ、町会、自治会の訪問調査の結果

の内訳が上の表になります。孤立なし以外の網

の掛けているＡ、Ｂ、Ｃについては、地域包括

支援センターの職員が改めて訪問をしており

ます。その結果の内訳が、下の表のとおりでご

ざいます。事業開始以来、町会、自治会の方々

に５万２，４５６世帯を調査していただき、そ

の約９.８％に当たる５，１１５世帯を必要な

サービスや地域社会につなげることができま

した。 

  ３９ページを御覧ください。 

  町会、自治会の自主的な見守り活動でござい

ます。 

  我が町の孤立ゼロプロジェクトの実施状況

でございます。昨年度５団体増えまして１１０

団体の実施となってございます。 

  項番５には、絆のあんしん協力員、絆あんし

ん協力機関の登録者数の推移を載せてござい

ます。 

  ４０ページ以降は、町会自治会別の実施状況

を載せておりますので、後ほど御確認をいただ

ければと思います。 

  報告については以上でございます。 

○鹿浜昭委員長 それでは質疑に移ります。 

  質疑は何かありますか。 

○小林ともよ委員 嫡出推定制度見直しの件に

ついてですけれども、この見直しがあっても無

戸籍問題は消えないということが指摘されて

おります。 

  拒否された場合、嫡出否認も拒否され、再婚

しなければ無戸籍になる可能性が残ると思い

ますがいかがでしょうか。 

○戸籍住民課長 今回の変更で全てが解決する

ということではございません。１件１件、状況

について生じた際には、戸籍、住民票等の登録、

また行政サービス等の提供について丁寧に対

応していきたいと考えております。 

○小林ともよ委員 もし、このような状況が生じ

てしまった場合、どのように解決していけると

いうことになっているのでしょうか。 
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○戸籍住民課長 住民登録等、出生の事実が確認

されれば、住民登録をした上で行政サービス等

も提供できますし、就学につきましても、文部

科学省の方から戸籍の有無にかかわらず、しっ

かりと住所地で対応するようにという通知が

出ておりますので、今後も引き続き無戸籍のお

子様につきましても、しっかりと行政サービス、

また福祉サービスを提供できるように努めて

まいりたいと考えております。 

○小林ともよ委員 すみません。私が聞いている

のは、無戸籍状態を解消するにはどうしたらい

いのかということなのですけれども。 

○戸籍住民課長 報告資料にもありますとおり、

親子関係不存在の確認、また強制認知の手続等、

対応できる部分に関して、しっかりと御案内を

していきたいと考えております。 

○小林ともよ委員 これあれですよね、妊娠され

て、お子さんを出産された方が家庭裁判所の方

に調停申し入れるということになるのでしょ

うか。 

○戸籍住民課長 基本的には出生されたときに、

後に、戸籍の届出ができない場合に相談に行く

という形になるかと思います。 

○小林ともよ委員 分かりました。 

  いずれにしても、無戸籍を解消していくとい

うハードルは高いかなと思います。 

  これジェンダー平等の視点からも、子を出産

した方が努力を求められるという点では、こう

いった点も解消していくべきですし、３００日

という規定でも科学的根拠もありませんので、

規定を撤廃する必要もあるとは思います。 

  子どもの無戸籍状態を解消するということ

が目的のものだと思うので、本来であれば、法

改正に当たっては子どもの福祉と権利を守る

という視点が貫かぬかれるべきだったと申し

上げて、次に移りたいと思います。 

  次、公衆喫煙所に関してですけれども、たば

こをやめた方ですとか吸わない方から、何でた

ばこをする方のために税金を使うのかという

声はよく聞きます。 

  まず、足立区でのコンテナ型の設置費用は２，

０００万円程度と聞いておりますが、このコン

テナ型１か所当たりの維持管理費はどのくら

いでしょうか。 

○地域調整課長 コンテナ型の維持管理費につ

いては年間約４００万円でございます。 

○小林ともよ委員 結構大きな金額が掛かって

いるということで、足立区で今コンテナ型１１

か所あるということですから、毎年、毎年その

４００万円掛ける１１か所ということで大き

な税金が費やされていると思います。 

  我が党も以前から提案しているのですけれ

ども、千代田区などでは設置条件なども設けて、

設置経費助成７００万円、維持管理費助成２６

０万円を出して、民間施設にコンテナ型という

か喫煙所を設けてもらうということをして、区

の負担を抑えて設置している工夫もしており

ますが、こういった工夫も今後考えていくべき

だと思いますが、いかがでしょうか。 

○地域調整課長 主に都心区、千代田区や中央区、

港区ではそういった制度を行っておりますけ

れども、その辺の方は我々も勉強させていただ

いて、土地柄がちょっと違う足立区では状況が

違うとこもありますので、今後検討させていた

だければと思います。 

○小林ともよ委員 よろしくお願いします。 

  次に、ワーク・ライフ・バランスの推進制度

について伺いたいと思います。 

  チェックシートが、企業側がチェックをして

いって登録をするということですので、本当に
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正しく企業の取組を反映しているかどうかと

いうのを確認するためにはどうしたらよろし

いでしょうか。 

○多様性社会推進課長 今回社会保険労務士で

すとか弁護士の方にも相談させていただいて、

現行の認定制度でも、なかなか実態、労働環境

の実態を把握するのは困難だということで言

われておりました。そういったところから、ま

ずは取組に対してハードルを下げまして、１社

でも多く、そうした意識付けですとか、制度の

周知、理解促進を図っていって、裾野を広げて

いきたいというふうに考えております。 

○地域のちから推進部長 これまでの認定制度

の中では、自由記載みたいな形でそれぞれの項

目を記載していただいておりました。そうする

と、書いた方の意気込みとかが増えてきて客観

性が少し乏しいと、今回チェックシート式にし

て、どういう項目にチェックが入るのかという

ところでやらせていただこうと思っているの

ですが、やはりそこをどこまで担保するのかと、

どこまで正しくチェック入っているかどうか

については、これからまた細かく民間企業の方

と意見交換をさせていただきたいと思ってお

りますが、そこのチェックがどのレベルまで区

の方で検証できるのかというところの問題も

ありますので、そこについてはまたお時間をい

ただきたいと思っております。 

○小林ともよ委員 そうですね、その点、お願い

いたしたいと思います。 

  また、どの程度チェックが入ったら登録でき

るとかいう基準は設けるつもりでしょうか。 

○地域のちから推進部長 そこもまだ細々と検

討しなきゃいけないところだと思っておりま

すが、例えばですが、インセンティブをどうい

ったものを企業側に差し上げるのかといった

ときに、やはり一定程度ハードルを組んだ方が

いいのか、組まない方がいいのか、インセンテ

ィブがどの程度になるのかにもよって、その何

割でよしとする、しないとかというところの議

論が必要かなとは思っております。 

○小林ともよ委員 そうですね、労働関係の法整

備が頻繁に起こるということで、こういった制

度を設けることになったと思うのですけれど

も、このチェックシートの内容もそれに合わせ

て変更していくということでよろしいでしょ

うか。 

○地域のちから推進部長 チェック項目ですの

で、やっぱり時代、時代に合った項目、法整備

等に合わせて変更、変化をさせていくべきだと

思っております。 

○小林ともよ委員 よろしくお願いします。 

  それと、更新時などに、２年ごとの更新にな

ると思うのですけれども、前進、その企業がこ

ういったところに努力してチェックが増えた

よとか、そういった前進が見られるようなアピ

ールできる仕組みも必要だと思いますが、いか

がですか。 

○地域のちから推進部長 企業によっては、法改

正とかが入ったときにちょっとチェックの数

が減っちゃうこともあると思うのですね。です

から、そうしたところも少し検討はさせていた

だきたいと思っております。 

○小林ともよ委員 是非、前進が見られた方をア

ピールするということですから、その点も考慮

していただければと思います。 

  あと学びピアのレストランの件についてな

のですけれども、この場所、様々な方が利用で

きるような場所として活用できるようにして

いただきたいと思っているのですけれども、放

送大学の学生からも、周辺にはコンビニなども
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なくて、何か買って昼食が取れるような場所が

欲しいという声も届いております。 

  物販なども選択肢に入れるべきだと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○生涯学習支援課長 レストランの営業につき

ましては、記載のとおり公募しても応募がなか

ったということで、営業的には収益が見込めな

いというような状況になってございます。 

  それで、こちらにつきましては、取りあえず

レストランとしての活用は厳しいので、また前

業者につきましてもケータリング、お弁当の販

売等もやって努力はしたのですが、ちょっと難

しいということなので、まずは庁内で活用方法

を検討させていただきたいと考えてございま

す。 

○小林ともよ委員 せっかくある場所ですから、

区民の方に是非開かれた場所にしていただき

たいと思います。 

  それで次に、高野小跡地のスポーツ施設につ

いて伺います。 

  このパースというか設計図を見させていた

だいたときに、運動した後に休憩できるような

休憩場所がないということなのですけれども、

運動した後ということで空調の効いた場所な

んかで飲物が飲めたりするような場所がある

と本当にいいと思いますし、地域の方からも、

休憩場所ないのですかという声、上がってくる

と思うので、こういった場所を造るべきだと思

うのですが、いかがでしょうか。 

○スポーツ振興課長 競技中の場合ですと、グラ

ウンドでのベンチですとか、あとロッカールー

ムの方のベンチ等、そういった空きスペースの

方で休憩の方を取っていただければと考えて

ございます。 

○小林ともよ委員 そうすると、新たには休憩室

は設ける、ちょっとだけ休憩する場所というか、

ロッカールームまでもいかなくても、何ていう

のかな、みんなでくつろげるような場所がある

といいなと私は思っておりますので、ちょっと

その辺も検討いただければと思います。 

○地域のちから推進部長 サッカーコートを使

っているチームの方々であれば、コートサイド

ですとか、管理棟のそばですとか、そういった

ところでちょっとした休憩は取っていただけ

るのかなと思っています。 

  また、御近隣の方々がウオーキングコース等

を使用されて、ちょっと休みたいというときで

あれば、南側にかまどベンチ等も用意しますの

で、そちらの方で休憩をしていただければと思

っております。 

○小林ともよ委員 夏場なんかはやっぱり空調

が効いている場所が必要かなと私は思います。

是非その辺も検討していただければと思いま

すのでよろしくお願いします。 

  それと、ウオーキングスペースだけでも、早

朝利用など、夏場涼しい時間帯にも利用できる

ように、利用時間の工夫などをするべきだと思

いますが、いかがでしょうか。 

○スポーツ振興課長 ウオーキングランニング

コースにつきましては、午前９時から午後９時

までを想定してございます。 

○地域のちから推進部長 昨年度までの間に御

近隣の方々に少し御意見を伺うために当時の

課長と係長が、御意見をお聞きするために回っ

ていました。その際にやはり早朝夜間について

は控えていただきたいという御意見があった

ということで、現在のところこの時間にしてお

りますが、使用が始まってですとか、また途中、

途中で御意見いただく機会あると思いますの

で、早朝の利用については、どこまでが許容範



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 １３  

 

囲かとかもありますが、確かに夏場に９時から

だと歩けないとかって御意見があるのは私ど

も思っていますので、また先々検討はさせてい

ただきたいと思っております。 

○小林ともよ委員 是非検討のほどお願いいた

したいと思います。 

  あと図書館の館則の一部改正についてです

けれども、この間返却ポストなども設置してき

ていると思います。返却ポストに本を返した際、

借りることが、それで図書館とのタイムラグが

必ず生じると思います。その際に、返したけれ

ども借りることができないというようなこと

が生じないようにしていただきたいと思いま

すが、いかがですか。 

○中央図書館長 今小林委員がおっしゃったよ

うな場合につきましては、返却したというお申

出を、もうそれで返却したとみなさせていただ

いて、次の本を貸し出せるような形にさせてい

ただきたいと思います。 

  なお、御参考までですけれども、葛飾区など

でも同様な取組をやっているということで確

認をしております。 

○小林ともよ委員 是非よろしくお願いいたし

ます。 

  あと足立区立図書館協議会についてなので

すけれども、委員の中に是非、前回も申し上げ

ましたけれども、公募の、利用者の目線で意見

が言えるような形にしていただきたいと是非

思っておりまして、公募の委員を入れていただ

きたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○中央図書館長 こちら検討にお時間いただい

ておりまして申し訳ございません。前回の委員

会でも御答弁させていただきましたように、区

民の方に入っていただきたいと思っておりま

すが、公募の実施については引き続き検討を今

しているところでございます。 

○小林ともよ委員 是非検討のほどよろしくお

願いします。ありがとうございます。 

○さの智恵子委員 私の方からも何点か質問さ

せていただきます。 

  まず初めに、公衆喫煙所の整備状況について

でございます。 

  今、区内１７か所の整備が行ったということ

で、こちらはたばこを吸う方も吸わない方も、

しっかりとこういうことで、コンテナ型とか喫

煙所を分けながら、お互いに気持ちよくという

形で進んでいるかと思います。 

  その中で五反野駅でございますが、こちら今、

四家交差店の方にございますが、駅から約２０

０ｍぐらい離れるということで、ちょっと私も

毎週、ちょっと五反野では朝の御挨拶をしてい

るのですけれども、ちょっともうそれについて

はすごいクレームがございまして、喫煙所駅前

ではないじゃないかということでございまし

て、以前、交通広場に新しい喫煙所ができると

いうお話もあったかと思いますが、その辺の現

状については今いかがでしょうか。 

○地域調整課長 さの委員おっしゃるとおり、五

反野駅は駅前ではなくて、四家の交差点まで、

５００ｍぐらいあるのですけれども、そちらに

行かないとない状況です。 

  我々も交通広場内に、もうスペースが、いい

場所があるなというのは分かっているのです

けれども、そちらで１度近隣の御説明入ったと

きに、やはりちょっと近隣の地権者の方から、

目の前に喫煙所というのはちょっと嫌だよと

いうお話をいただいて、少しお話が今なかなか

進まない状況です。 

  ただ、五反野駅前広場、かなりロータリーが

できまして、そこで吸い殻の数とか喫煙者の状
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況、多いのは確認していますので、引き続きそ

ういう状況を訴えて、喫煙所の必要性を説いて、

何とか喫煙所整備していきたいということで、

今少しずつ進めているところでございます。 

○さの智恵子委員 分かりました。せっかく交通

広場ができまして、大変広いロータリーもあり

ますので、皆様の利便性向上のために、またし

っかりとそういう推進もお願いしたいと思い

ます。 

  続きまして、ワーク・ライフ・バランスのこ

の推進制度の見直し案についてでございます。 

  こちら現状を実態が伴っていないというこ

とを抑制するためにも、このチェック方式とい

うのは大変分かりやすい、また推進が明確にな

るという利点もあるかと思います。 

  我が党もこの仕事と育児の両立の支援等で

項目を増やしてほしい等々、大変要望もしてお

りますが、今後このチェック方式のシートを基

に事業者にもヒアリングをするという先ほど

地域をちから推進部長のお話でございました

が、それはどのようにお考えでしょうか。 

○地域をちから推進部長 今認定をさせていた

だいている企業に、このチェックシートを持っ

ていって、これを実行したときに御社はちゃん

と対応できますかという、結局制度を変えたら

皆、下がっちゃいましたというところはやっぱ

り避けなきゃいけないと思っておりますので、

まずは企業の皆さんとこのチェックシートの

中身が、企業が対応できるのかどうかというと

ころも含めて、ちょっと御相談をさせていただ

きたいと思っております。 

○さの智恵子委員 分かりました。 

  現状このワーク・ライフ・バランスの認定企

業になっているところの配慮も大事かと思い

ますが、ただやはり取り組みやすく、企業がす

るためにも、こういう明確なものがあった方が

いいかと思いますので、しっかり御意見も聞き

ながら推進をお願いしたいと思います。 

  そして、こちら令和８年までに約１３９社の

目標を掲げていらっしゃいますが、今後の推進

等については、こちら国や都の認定取得ができ

るような専門家も派遣するというふうにもご

ざいますが、今後の取組についてももう少しお

聞きをしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○多様性社会推進課長 現在も専門家の派遣サ

ービスとかそういったものでございますので、

意識の醸成と図りつつ、そういった推進を心掛

けたい企業にはどんどん積極的にそうしたサ

ービスの促していきたいと考えてございます。 

○さの智恵子委員 分かりました。 

  また、ちょっと先ほどの質問、他の委員から

の質問でもございましたが、しっかりインセン

ティブも持ちながら、このワーク・ライフ・バ

ランスの認定企業になったらこういうふうに

なるというような、そういうものをしっかりと

お示しをしながら推進をお願いしたいと思っ

ております。 

  続きまして、足立区の図書館の一部改正、法

則ですね、館則の一部改正について質問させて

いただきます。 

  こちら未返却図書資料対策プランに基づい

てということで、様々なこれから改正の実施が

されます。先ほどもございましたが、この未納

者への措置ということでは、返却翌日から新た

な貸出しができなくなるということでもござ

いますので、利用者への丁寧な周知が大変重要

かと思いますが、今後、５月、６月の周知方法

についてお聞きをしたいと思います。 

○中央図書館長 さの委員おっしゃるように幅

広く周知してまいりたいと考えてございます。 
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  資料３０ページの下段の方に、今後の方針記

載させていただいてございますが、基本的な方

法として広報、こちらの６月２５日号を今予定

しておりますけれども、それですとか、ホーム

ページですとかＳＮＳ、あと図書館の館内です

と、受渡し窓口にポスターを掲示したりですと

か、あと本を借りたときに返却期限を記載した

しおり、お渡しさせていただいていますけれど

も、そこでも周知の方を図っていきたいという

ふうに思っております。 

○さの智恵子委員 分かりました。 

  例えば、お子さんについては、小・中学校の

そういうタブレットなんかも活用しながら、こ

ういうふうに変わるみたいな御案内も、保護者

ともに大事かなと思いますが、その辺の対策に

ついてはいかがでしょうか。 

○中央図書館長 今、さの委員御提案の方法も含

めて、小中学生への周知、検討していきたいと

いうふうに考えております。 

○さの智恵子委員 分かりました。 

  先ほどブックポストの、ちょっと私も質問を

したいと思ったのですが、しっかりそれは申告

制で借りることができるということでもござ

いましたので、ちょっと安心はしたのですけれ

ども、今後返却しやすくするための体制づくり

も大変重要かと思います。昨今、西新井アリオ

等をはじめ、三つの商業施設でもブックポスト

の設置がされましたが、そのブックポストの利

用状況についてはいかがでしょうか。 

○中央図書館長 商業施設に設置したブックポ

ストの利用状況でございますが、アリオ、ポン

テポルタ、ライフで、ちょっと数字ばらつきが

ございます。 

  アリオにつきましては、１日平均は約３０冊。

ポンテポルタについては２０冊弱。ライフにつ

きましては１０冊未満という状況になってし

まっているのですが、このあたり、区の方でも

しっかりＰＲをして、利用の促進を図ってまい

りたいというふうに思っております。 

○さの智恵子委員 分かりました。 

  私も早速アリオ西新井の方には行ったので

すけれども、ちょっと設置場所が大変ちょっと

奥まっているという状況もございます。確かに

商業施設に区のものを置いてもらうという状

況もございますので、やむを得ない場合はある

かと思いますが、区民の方には、ここにありま

すよという場所が分かりやすくというのと、あ

とこのブックポストについては、せっかく３か

所拡充をしていただいておりますが、更に区民

の方が返しやすい設置場所の拡充も大事かと

思いますが、この辺についてはいかがでしょう

か。 

○中央図書館長 更なる拡充ということにつき

ましては、引き続きこの利用状況の方、分析し

まして、例えばどういった配置が適切であるか

ですとか、どれぐらいの需要が見込める場合に

設置するのが妥当かですとか、そのあたりはし

っかり検討していきたいというふうに考えて

ございます。 

○さの智恵子委員 最後の質問にさせていただ

きますが、この図書館協議会の運営規則の方の

設定の方の報告もございました。 

  こちら、先ほどもございましたが、１５名の

委員で構成ということでございまして、区民、

特に若い方たちの御意見というのは大変重要

かと思っております。今、若者の声を聞くとい

うこととのことでもかなり区も力を入れてお

りまして、以前たしか公聴で、区長と若い方た

ちが対談するようなこともございました。 

  本当に図書館、大変区民の方は一番利用しや
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すい施設でもございますので、そういう若い方

たちの声が大変重要かとも思います。この協議

会に入ることは難しいかと思いますが、今後是

非若い方たちの声をしっかり聞くという意味

では、タブレットでもそういうアンケートもや

っていくということでもございますし、そうい

う声も是非ここにも反映をお願いしたいと思

いますが、その点についてはいかがでしょうか。 

○中央図書館長 さの委員御発言の部分、若い世

代というところでいきますと、前回委員会で御

発言あったように、こういった会議ですので、

なかなかここにお子さんたちが直接入るのは

難しいとは思うのですが、例えばアンケートで

声を拾わせていただくですとか、若者世代の方

には入っていただくですとか、適切な手法を検

討してまいりたいと思います。 

  御参考までですけれども、３分野計画の部会

につきましては、若者世代ということで公募の

方を行っていきたいというに考えてございま

す。 

○鹿浜昭委員長 他に質疑、よろしいですか。 

○へんみ圭二委員 まず、喫煙所の整備状況につ

いてなのですが、綾瀬駅の西口について、以前

からパーテーション型というか、やはり外に出

て吸ってしまう人が多いからもう少し対策が

必要ではないですかというお話もしてきまし

た。いつだったかな。今年の２月のこの区民委

員会での情報連絡でも、定点調査としてごみ量

の結果が出されていますけれども、やはりこれ

綾瀬駅の西口は、ごみのポイ捨てが非常に多い

という状況になっています。これまで、やはり

いろいろな対策を取ってきていただいている

と思いますけれども、どのような対策を取って

きたのかということと、あとはそれについての、

結果についての現状認識というのはどのよう

な形でしょうか。 

○地域調整課長 綾瀬西口には喫煙所が、パーテ

ーションがちょっと小さいのがありまして、な

かなかその中で入り切れない状況の利用者が

いるということは認識しております。そのため、

たばこの吸い殻ですとかやはり喫煙所の外で

吸われている方のごみが多いのは認識してお

ります。 

  まずは、中に入って、順番にでも入っていた

だくということで、路面シートを前回追加しま

して、注意喚起をさせていただきました。また、

改めて路上喫煙防止指導員が、そこでパトロー

ルで、動かないで、そこで立哨をして、注意喚

起を通勤時間ですとか通学時間には合わせて、

そこで立哨したり、またほかにも委託のパトロ

ールもありますので、そういったときに時間の

合間を縫ってパトロールを強化するなど対策

は取っているところでございます。 

○へんみ圭二委員 いろいろ対策を取っていた

だいていることはよく分かったのですが、ただ

やはりそのごみ量が綾瀬駅西口で増加をして

いるということを考えると、更なる対策が必要

ではないかなと思うのですが、その点について

はいかがでしょうか。 

○地域調整課長 西口のごみの分布状況、それも

分析しながら有効な対策を立てたいと思いま

す。 

○へんみ圭二委員 西口周辺でもいろいろこう

場所を探しながら、設置できる場所を探してい

ただいていると思うのですけれども、やはりな

かなか見つからないというのは私もよく分か

ります。 

  １つ思うのは、これがここにパーテーション

型のがありますけれども、ここのトイレも非常

に老朽化をしていますし、この辺り全体的に整
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備をすることはできないかなということを考

えると、ここの道路は、正直僕も地元ですけれ

ども、なかなか車で入ったこともないですし、

ここの道路自体、必要性がどうなのかなという

ところも思います。 

  そのあたりも地域の方々とよく話し合って、

ここも、例えば道路をもう少し歩道のような形

にして広く使えば、コンテナ型を設置するとい

うことも可能になるでしょうし、いろいろな可

能性というのを考えて、地域で話合いを是非一

緒にしていただきたいなと思うのですが、その

点はどうでしょうか。 

○地域調整課長 その一方通行の道路は、中に飲

食店の配送業者が入るぐらいで、普通の方は通

らないような道路だと認識しています。必要性

はありますのでなくすことはできないと思い

ますが、トイレの建て替えのタイミングですと

か、そういったものを見ながらちょっと検討し

たいと思います。 

○へんみ圭二委員 飲食店であったとしても、少

し離れたところに止めてというような形では、

ほかの地域ではやっていると思いますし、コン

テナ型を設置するというのがやはり一番の対

策かなと思いますから、そのあたりはよくよく

検討していただきたいと思います。 

  あとは、北綾瀬駅でしょうぶ沼公園内に設置

をされましたけれども、設置する前には公園内

に喫煙所を設置することについての危惧する

声も多くありました。設置した後地域からの声

ですとか、子どもたちに対する状況というのは

どのようにお考えですか。 

○地域調整課長 ちょっと設置するまではいろ

いろ苦労がありましたけれども、設置されてか

らは特にトラブルもなく利用されているので、

我々として、成功だったかなと思っております。 

○へんみ圭二委員 分かりました。 

  北綾瀬駅でララテラスがこれからできると

いう中で、そのロータリーの辺りでも、やはり

喫煙所が必要ではないですかというお話は以

前からさせていただいているのですが、その検

討状況と、あとはここの、禁煙特定地域にする

ためには喫煙所がないと指定できないという

お話だったのですが、今回できたわけですから、

是非この禁煙特定地域に指定をするというこ

とも進めていただきたいと思うのですが、その

２つの検討状況を教えてください。 

○地域調整課長 まず、北側につきましては、ま

ずはその開発の動向を見て、人の流れとか、そ

ういったもの状況を見て設置できる場所を検

討していきたいと思っております。 

  それから、禁煙特定区域につきましては、ま

ずは今回主要６駅の特定区域を少し面的に拡

大しようと思っております。まずは、その状況

を見ながら、北綾瀬につきましても、喫煙者の

状況ですとか、受動喫煙の被害の状況を見なが

ら、ちょっと検討していきたいと思います。 

○へんみ圭二委員 分かりました。 

  それから、六町駅もパーテーション型になっ

ているものを、これから新しく商業施設ができ

るに当たってコンテナ型にすべきじゃないで

すかというお話はさせていただきました。その

あたりについては、例えば事業者の方とも打合

せをしながら、施設内でも喫煙所というのは造

るでしょうから、そこの距離感を、適切な距離

感を保てる場所にパーテーション型ではなく

てコンテナ型を造るということも、協議をしな

がら進めていただきたいと思いますが、どうで

しょう。 

○地域調整課長 六町駅につきましては、今の商

業施設が、現勢設計中ですけれども、あちらに
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ついては、公募の段階で公衆喫煙所を設けるよ

うにという条件でやっております。ですので、

施設内に公衆喫煙所、室内型の、煙が漏れない

タイプでできますので、そちらを使っていただ

こうと考えております。 

○へんみ圭二委員 分かりました。 

  この点について、あともう１点、この喫煙所

についてお聞きしたいのは、イニシャルコスト

が２，０００万円で、先ほどランニングコスト

は４００万円というお話もありました。この部

分については、例えば、僕自身もたばこを以前

吸っていましたからよく分かるのですが、たば

こを吸っているときというのは、手持ち無沙汰

でぼうっとしていることも多いですし、そうい

うことを考えると、コンテナ型の喫煙所内に、

例えば広告を、企業広告を出せるようにして、

少しでもコストを稼げるといったらおかしい

ですけれども、広告収入を得られるようにとい

うことも考えていくべきではないかなと思う

のですが、いかがでしょうか。 

○地域調整課長 ちょっと所管の方とも相談さ

せていただいて、そういった、まず需要がある

かどうかも調査が必要かと思いますので、それ

も含めて検討させていただきます。 

○へんみ圭二委員 商業施設の喫煙所ですと、い

ろいろな広告が出たりもしますから、そういっ

たあたりも是非よく研究していただいて、少し

でも収入を上げられるようにということで考

えていただきたいと思います。 

  ワーク・ライフ・バランスの推進についてな

んですが、今までも先ほどもいろいろと質疑も

ありましたが、このチェックシートがちょっと

よく分からないのが、過去チェックが多ければ

認定というか、登録できるようになるのかどう

かというのが、そこもこれから検討するという

ことなのですか。 

○地域のちから推進部長 先ほども御答弁させ

ていただきましたが、チェックがいっぱい入っ

ている企業がより積極的に取り組んでいる企

業だっていうところは公表していただいてい

いと思っています。あとは、何割でどういうイ

ンセンティブを使えるとか、そこら辺のバラン

スをどう考えていくかというところだと思っ

ております。 

○へんみ圭二委員 これから区内の事業者の

方々にも聞いてチェックシートを作って、より

よいものにしていくということなのかなと思

うのですが、それにしても少しこうチェックシ

ートの中身を見ていくと、よく分からないなと

いうところも多くありまして、例えば１０ペー

ジの年１回の定期検診を実施しているという

のも、受診率を自分で書き込んでチェックする

という形なのですよね。これだと、例えば受診

率が２％であってもチェックができるという

形になってしまうと思うのですが、ここら辺は

どういった考え方なのでしょうか。 

○多様性社会推進課長 あくまでも企業側から

の申出という形で考えてございます。ですので、

企業側として、今現在がそういう状況であるの

に対して、今後はそこ伸ばしていきたいだとか、

そういったところでの支援をできるような形

で、まずは登録をしていただいて、そのサポー

トしていきたいと考えております。 

○地域のちから推進部長 実はワーク・ライフ・

バランスの認定企業とお話をすると、この認定

を受けているから、採用のときに、このワーク・

ライフ・バランス認定企業になっているのを見

て応募してきたという方が多数いますという

御意見をいただいております。ですから、でき

ればこのチェックシートで、自分の会社のホー
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ムページに載せるとかして、表に向けて出して

いっていただきたい。そのときに、例えばその

１０ページの健康診断、定期検診を実施してい

る。受診率が１００％であればあるほどいいの

だと思うのですが、ここのところに実施してい

る８０％とかというのを表に出ていくことに

よって、会社の信頼度も上がると思いますし、

人が雇いやすくなっていく。ただ、そこが何％

だったら合格ラインなのですかというところ

については、少し検討はさせていただきたいと

思います。 

○へんみ圭二委員 そこの目指す目標値という

ものがよく分からないと、なかなか企業側とし

ても取組も難しいと思いますし、そのあたりも

よく検討していただきたいと思います。 

  それから、１２ページで言いますと、一番最

初のところに常時雇用する従事者が１０１人

以上の場合というものがあるのですが、これ区

内企業で１０１人以上の雇用というのはどれ

ぐらいあるのでしょう。 

○多様性社会推進課長 申し訳ございません。現

在手元に資料がございませんので、後ほど報告

させていただきたいと思います。 

○地域のちから推進部長 大変申し訳ございま

せん。数字つかまえてないのですけれども、そ

れほど、物すごい数あるということではないと

は認識しております。 

○へんみ圭二委員 中小企業が多いわけですか

ら、やはりここら辺も見ると、大企業に向けた

取組になってしまうのかなというところも危

惧されますし、ここもよく検討いただきたいと

いうことと、それからあとは、例えば１３ペー

ジも、１３ページ７の上から２つ目、男女別、

あるいはオールジェンダーの個室トイレの設

置とあります。結局トイレがあればいいという

話で、ここが、女性が働きやすい設備や環境整

備を行っていることにつながるのかというの

が、ここの意図がよく分からないのですが、こ

こはどういうことなのでしょうか。 

○地域のちから推進部長 何年か前この委員会

の中でも女性専用トイレという、たしか陳情が

あったと思うのですけれども、一定条件の規模

の従事者数のところについては、男女別の、ト

イレが別々にですとか、そういう決まり事もあ

りますので、お互いに配慮できるような、可能

な限りそういう対応をしていただきたいとい

うような趣旨での項目になっております。 

○へんみ圭二委員 それはよく分かるのですけ

れども、この男女別あるいはオールジェンダー

の個室トイレとなっていますから、あるいはと

いうことは、誰でも使える、例えば小さなお店

の男女で使える１つの個室トイレでもいいと

いうことになるわけですね、これだと。 

○地域のちから推進部長 規模が小さければ、そ

ういう話になっていきますので、今へんみ委員

のいろいろ御指摘いただいたことも踏まえて、

また検討させていただきたいと思います。 

○へんみ圭二委員 もう少しいろいろお聞きし

たいことあるのですが、チェックシートの中身

ももっとブラッシュアップをしていかないと、

本当に登録というところにはなかなかつなが

っていかないだろうと思いますから、ここは本

当によく再検討していただきたいと思います。 

  特別表彰につながるようにしていくために

は、厚生労働省のえるぼしですとか、厚生労働

省トライくるみん、こういったものを取得をし

ていればということなのですが、ここら辺を取

得している企業というのは区内でどれぐらい

あるのですか。 

○多様性社会推進課長 現在４社ございます。え
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るぼしが３社、くるみんが１社という現状にな

ってございます。 

○へんみ圭二委員 ということは、それ以外の、

経済産業省の健康経営優良法人ですとか、この

３、４の部分はゼロということですよね。 

○多様性社会推進課長 へんみ委員おっしゃる

とおりでございます。 

○へんみ圭二委員 ここのえるぼしですとか、こ

の１、２、３、４で上げられているものをどう

やったら取得できるのかなということで事前

に調べてきたのですが、なかなかハードルが高

くて、特別表彰まで行ける企業というのが非常

に少なくなってしまうのではないかなと危惧

するのですが、その点についてはお考えはいか

がですか。 

○多様性社会推進課長 確かになかなかハード

ルの高い認定の制度だとは、ございますけれど

も、例えばインセンティブとか与えるにいたし

ましても、こうした認定を受けているというと

ころで、しっかりと客観的に明確にできる分か

りやすいものにしていきたいと考えてござい

ます。 

○地域のちから推進部長 へんみ委員御発言の

とおり、なかなかハードルが高いということは

我々も認識しております。ただ、区としては、

やはりこの高いところを目指していただく企

業をより増やしていく、そこを支援していくの

が大事だと思っておりますので、こういう御提

案をさせていただいているところでございま

す。 

○へんみ圭二委員 分かりました。 

  そこの高いところを目指していくためには、

区としてどれだけ支援できるのかというとこ

ろがもう少しこう見えてこないと、企業側とし

てもなかなか手が出ないという部分あると思

いますから、本当に区が寄り添って取得をでき

るように、しっかりバックアップしますよとい

うところは制度としてもしっかりつくってい

くべきだろうと思いますから、その点について

もお願いをします。 

  あとは、学びピアレストランについてなので

すが、これはいつまでに今後の活用方法を検討

するのでしょうか。 

○生涯学習支援課長 いつまでという形では、ま

だちょっとはっきりは決めてないですが、なる

べく早急に検討をさせていただきたいと考え

てございます。 

○へんみ圭二委員 学びピア内の研修室なども

飲食は禁止ですし、せっかくいい場所ですから、

やっぱ花火大会のときなんていうのは、あそこ

はもう絶好の場所ですし、今年の花火大会では

使えるようにとか、何かしら、そのまま放置を

したまんま検討を続けるのじゃなくて、せっか

くあるスペースを有効活用するということを

考えていくべきではないかと思いますが、いか

がでしょう。 

○地域のちから推進部長 へんみ委員御発言の

とおり、ずっと空気のまんまというわけには私

もいかないと思っておりますので、花火大会ま

で空っぽ、めどがつかないということではなく、

急ぎ何かお示しできるように庁内で検討はし

ていきたいと思います。 

○へんみ圭二委員 花火大会といってもあと３

か月ぐらいですから、なかなかスケジュールは

タイトだと思うのですが、例えばホール貸しの

ような形で、ただそのスペースを貸すというだ

けでも、そこでケータリングを入れてパーティ

ーができるということも考えられますし、そう

いうふうな有効活用というものを早急に検討

いただきたいなと思うのですが、いかがでしょ
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うか。 

○地域のちから推進部長 我々も正直な話、レス

トランが、手が挙がらなかった。その前に挙が

るかどうかの段階で様々検討させていただい

て、今、へんみ委員御発言のとおり、ホール貸

しみたいなのもできるのかとか、それこそ区画

を分けて、もっと小さいスペースでお貸しする

とか様々やったのですけれども、なかなかそこ

でうまく進まずに、今回募集を掛けて手が挙が

らなかった。 

  ここの活用状況についてなんですが、へんみ

委員御発言のホールとして貸せるの貸せない

のかですとか、いやそうではなく、何らかの、

どっかの区の事業としてスペースを活用させ

ていただくのか、様々そこは、本当様々な検討

が必要だと思っておりますので、できれば花火

大会前に活用方針は決めたいと思っておりま

すが、少し、そういったところは御理解いただ

ければと思っております。 

○へんみ圭二委員 分かりました。 

  あとはギャラクカフェも事業者が決まりま

せんでしたけれども、ここの更新というのはど

うなっているのでしょうか。 

○地域文化課長 ギャラクカフェにつきまして

は、今年度１年間、現指定管理者に委託事業を

行っているところです。来年度、工事による指

定管理期間延長に伴って、プロポーザルを掛け

て公募する予定でございます。 

○へんみ圭二委員 分かりました。 

  続いて、東綾瀬公園の温水プールについてな

のですが、東渕江小学校が水泳授業で使うとい

うことになりました。ここは指定管理者がいろ

いろな講座を設けて、地域の方々に泳ぎ方を教

えたりもしていますけれども、この東渕江小の

子どもたちが使う場合に、そうした指導員の方

に入っていただいて、よりよい事業を行うとい

うことも考えられると思うのですが、そのあた

りについてはいかがなのでしょうか。 

○地域のちから推進部長 現時点においては、子

どもたちが学校の授業で使うときは学校に

丸々貸し出すという形で、指定管理者の指導員

という話にはまだなっておりませんが、どうや

って学校から来るのかも含めて、細々と教育委

員会との調整が必要ですので、その中で、せっ

かく指導員がいるのだったら手を貸してよと

いう話が出てくれば、それは指定管理者含めて

いろいろ調整をしたいとは思っております。 

○へんみ圭二委員 これ１８日間、６月から９月

までの１８日間ということですけれども、その

期間、せっかくいる指導員の方がずっとこう手

持ち無沙汰になっているというのももったい

ない話ですし、是非いい形で子どもたちに、よ

りよい授業をできるようにしていただきたい

なと思います。 

  あとは、すいすいらんどの営業自体について

なのですけれども、地域の方から言われたこと

があるのは、８時終了だと、早くて仕事から帰

ってきて、７時過ぎに綾瀬駅についてそれから

行っても、もう少ししか利用ができないという

声もあります。営業時間の延長というのを是非

これから考えていただけないかなと思うので

すが、いかがでしょうか。 

○地域のちから推進部長 なかなかこの場で分

かりましたという御答弁をさせていただきづ

らい御質問だとは思っています。 

  ただ、様々御意見は、いろいろなところで上

がってきたものについて都度検討させていた

だきたいと思っておりますので、どのような需

要があれば延長ができるのか、逆に延長したと

きに指定管理者が受けてくれるのかですとか、
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需要と供給のバランスも大事だと思っており

ますので、そういう御意見があったということ

で、検討はさせていただきたいと思っておりま

す。 

○へんみ圭二委員 今回で区民委員会も最後な

のでいろいろとお聞きしているのですが、是非

指定管理者の方ともよく協議しながら進めて

いただきたいなと思います。 

  あと図書館附則の一部改正ということで、こ

れまで、去年からもずっとですけれども、未返

却図書の対策を進めていくべきだということ

はお話をしてきました。 

  今回未返却図書対策プランをつくっていた

だいて、前回も少し申し上げましたが、返して

くれない方に対して督促をしていくという中

で、それでも１０年たったら今までどおり権利

を放棄するということになってしまうと思い

ます。 

  ここについては、例えば少額訴訟でもいいで

すから毅然とした対応を取っていくというこ

とができないのかなという気もするのですが、

そこの考え方というのはいかがでしょうか。 

○中央図書館長 へんみ委員には前回も御答弁

させていただきましたように、手法としまして

は、法律相談もしましたけれども、強制執行と

いう形で裁判所に訴えるですとか少額訴訟を

起こすですとか、そういった方法があるという

ことはあるのですけれども、やはり一定程度の

コストが掛かるということが課題としてある

かと思います。 

  ただ、高額な資料をたくさん借りている方で

すとか、長期にわたって返却してくれない方と

いうことでいきますと、区として強い姿勢も見

せる部分も必要かと思いますので、そのあたり

はバランスを見ながら検討していきたいとい

うふうに思っております。 

○へんみ圭二委員 今制度が変わってそんなに

高額なものをたくさん借りるということがで

きなくなっているというお話もありましたか

ら、そこまで実際に行くというパターンも少な

いのかもしれませんが、やはりそうした毅然と

した対応を取っていきますよということを示

していくというのも抑止力につながるという

か、大事なことだと思いますから、そこはよく

よく検討していただきたいと思います。 

  それから最後に、図書館協議会の件について、

公募すべきだというお話もありまして、私も是

非公募をしていただきたいと思うのですが、公

募をするということはなかなかこう、検討を続

けている状況で公募が決められないというの

は、公募についてのメリット、デメリットとい

うのをどのようにお考えになっているという

ことなのでしょうか。 

○中央図書館長 まず、メリットといたしまして

は、図書館に利用者の声を反映していただくで

すとか、図書館の運営に利用者に参加していた

だくという点があるかと思います。デメリット

というか、明確なデメリットでもないのですけ

れども、ちょっと申し上げづらい部分もござい

ますが、図書館の利用者の方、かなり図書館利

用される方それぞれ哲学というものがあって、

個別にこの好きな分野ですとかがはっきりし

ている方もいらっしゃるかと思いますので、全

体的な議論をしていくときに、そういった御意

見がふさわしいのかどうかですとかというと

ころで、今検討しているところでございます。 

○へんみ圭二委員 よく分かりました。 

  ただ、やはり公募の方が入った方がいいのか

なというふうには思いますので、これは７月に

第１回協議会を開催するということですから、
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公募するしないも含めて、人選というのはいつ

頃までに確定させるということなのでしょう

か。 

○中央図書館長 現在試算というのは考えてご

ざいますが、会議の開催７月ということで考え

ますと、遅くとも５月中旬頃までには委員のめ

どを立てていきたいというふうに考えてござ

います。 

  ただ、公募を実施するとなりますと、実際、

広報ですとか、面接ですとかに時間も要します

ので、公募を実施する場合はもう少し選考には

時間が掛かるかと認識をしております。 

○いいくら昭二委員 すみません。私も、２、３

質問させてください。 

  まず、ワーク・ライフ・バランス認定見直し

案についてでございます。１月１８日には区民

委員会でもちょっとお話しさせていただいた

のですけれども、ちょうど１０年前ということ

で、私もワーク・ライフ・バランス認定式にも

出席させていただいて、第１回目のとき、まだ

思い出に残っているのですけれども、今回見直

しということで、粗々１月１８日以降、話が出

て、今日でまたこのような見直し案という形で

たたき台が出たのですけれども、もう一度確認

なのですけれども、１０年間やってみて、この

課題というのは、ここの１の方で１、２、３で

出ているのですけれども、効果として、この認

定された企業どのような、この１０年間で足立

区内企業にメリットがあった、その点について、

区はどのように認識しているか、その点につい

てお伺いします。 

○地域のちから推進部長 認定企業の方々と意

見交換をすると、やはり求人をした際に、認定

企業だということで、そこを信用して来ていた

だいているという方が多くなっていますとい

うお話は、何社から聞いています。 

  それと、昨年から始めた事業でございますが、

認定企業同士で意見交換の場をつくっていた

だいて、他社がどういう取組をしているのかと

いうのを相互で情報交換をしていただいて、そ

れで、そういうやり方もあるのですねというと

ころを、意見交換をしていただいていくという

ことも有益だと思っておりますし、またやはり

何社かの方は、認定をしたことによって、やっ

ぱり会社の中の雰囲気も変わったですとか、自

分、社長自らが、やっぱり認定企業だからこう

いう取組をするのだと社員の方に向けて発信

をしていったとか、一定程度の効果はあったも

のとは思っております。 

○いいくら昭二委員 先ほどちょっと議論があ

ったのですけれども、今後の展開で、もう少し

様々な企業にも取り組んでもらいたいと同時

に、ハードルを高くした国の制度にもトライし

てもらう、私も、先ほどお話があったように、

ちょっと調べさせていただいた。これハードル

高いなということで、果たしてこれが、果たし

てどうなのかなと、足立区らしいものが、先ほ

ど言ったように、足立区の企業にとって、だっ

たらということなのですけれども、これまた国

の制度という話になった場合に、果たしてこれ

でできなかった場合に、これまた今後どうなの

かなって、ちょっと私もちょっと心配している

のですが、それはまた今後の展開によってあれ

なのですけれども、前もちょっと委員会別の、

過去の委員会の方で、これワーク・ライフ・バ

ランスの認定を外れた企業というのは、結局は

１０年間でどのぐらいあったのですか。取消し

された企業って。 

○多様性社会推進課長 現時点で、指名停止等で

取り消しになった３社、あと実態が把握できな
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くなって未更新という企業が２社ございます。 

○地域のちから推進部長 申し訳ございません。

今多様性社会推進課長の方で御答弁させてい

ただいたのは、直近で把握している分は今のよ

うな状況なのですが、過去１０年に遡ってとい

うと、そこにプラスアルファになってくるので

すが、申し訳ありません、ちょっと手元に資料

がないので、申し訳ありません。 

○いいくら昭二委員 今後の展開で、先ほども議

論がありましたように、このチェックシートと

いうことで、ある程度、企業の一存にという話

になるのですが、これはある程度、主観的な話

になった場合に、本来、先ほど地域のちから推

進部長の方から御答弁がありましたように、ワ

ーク・ライフ・バランス認定企業だからという

ことで、これがある程度厳格さがあったがゆえ

にという話があったと思うのですけれども、今

後の展開の中において、そういう面接の中で、

果たしてこれがしっかりと担保されたもので、

なのかどうかって、ちょっとその点について、

せっかく、よりバージョンアップしていかなく

ちゃいけない部分で、果たしてそれが、それが

しっかりした確立したものなるのかどうかと

いうの、ちょっと心配なのですが、その辺は地

域のちから推進部長どうなのですか。 

○地域のちから推進部長 今までの認定の申請

書が、どちらかというと記述式だったものです

ので、抽象論になってしまっている部分も多々

ありました。 

  今回はチェック方式にすることによって、こ

の項目はやっている、やっていない。やってい

るときに何％とか、そういう数字化している部

分もありますので、客観的な見やすさを出して

いきたいということでは、よりよいものになっ

ていくのかなと思っております。 

○いいくら昭二委員 今後このようなチェック

シートの方向でいくということになってくる

と思うのですけれども、具体的に、例えば自分

が経営者であるならば、こういうチェックシー

トというと、具体的にどういう企業をイメージ

したらいいのですかということで、当然に、先

ほど議論なんかにもあると思うのですけれど

も、やはり区が進めているわけですから、私ど

もは足立区役所というような形というものも

必要かと思うのですが、そういうところで、副

区長、足立区はこのシートの部分においてはど

のような形で、これでいくと、しっかりと足立

区としてもしっかり取り組んでいる形でよろ

しいのでしょうか。ではないと、なかなか人に

も勧めることができないかなと、私自身はちょ

っと聞いていて思ったので、その点は副区長ど

うでしょうかね。 

○副区長 このチェックシートは足立区役所と

して今チェックをしているかと、まだしており

ませんけれども、足立区として、区内で一番大

きな企業として、こういうことについては積極

的に取り組んでいるという姿勢は示していき

たいというふうの、考えております。 

○いいくら昭二委員 是非とも足立区役所にと

っても、先ほどチェックシートをもう少ししっ

かりとという部分において、区でしたらどの中

でできるかというものを捉えた上でも、是非こ

の改善、改良等々をお願いしたいと思っている

のですけれども、ここで、目的のところなので

すけれども、国等の認定制度取得を支援すると

いうことなのですけれども、具体的にこのイン

センティブってどういう形になってくるので

すか。 

○地域のちから推進部長 国の制度の認定を受

けたいという方については、専門家の方を派遣



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ２５  

 

するですとか、そういったものをインセンティ

ブで使っていただけるようにしたいと思って

おります。 

  ただ、先ほどいいくら委員からも御発言あり

ましたが、ちょっと国の制度はかなりハードル

高いというふうには認識しておりますので、そ

の専門家の方を派遣する回数ですとか、内容で

すとか、そういったものは先々検討はしていか

ないと、なかなか国の制度には届かない、そう

いうふうには認識しております。 

○いいくら昭二委員 チェックシートから、ちょ

っと主観的な部分が入っていて、しっかりと先

ほども地域のちから推進部長の、いみじくも採

用のときにという、これからも、バージョンア

ップしたような形での認定制度というのは、や

っぱり誇りに思えるような形にもっともっと

持っていっていただきたい。これ要望しておき

ますので。 

  先ほどまた話ありましたように、学びピアの

レストランの運営に関しまして、私も大体１週

間に２、３回はちょっと行って、いろいろ調べ

もの等々させていただいているのですけれど

も、今、先ほど御説明で、１階の受付カウンタ

ーがなくなったということで、なるのですけれ

ども、１階に受付カウンターってありましたか。 

○生涯学習支援課長 大理石の上っ張りの受付

カウンターがございました。 

○いいくら昭二委員 そこを事前にちょっと聞

いた場合には、そこにちょっと軽食的というか、

座る椅子、テーブル等を置くという形で、そう

するとそこでは飲み食いという形、入って右に

曲がると、もういろいろ本を読むとかいろいろ

ある中において、なかなか飲食というの、なか

なか難しい話の中において、区はどのような形

で、すみ分けというのはしっかりやっていこう

としているのですか。 

○地域のちから推進部長 私もここの名札で部

長させていただいて３年目に入りましたが、２

年前に改めて担当部長として見に行ったとき

に、あの部分が暗いな、まず思いました。雑然

としているなと思い、今回あそこのカウンター

を取った方が空間としてよりよいものになる

だろうということで取らせていただいて、これ

から夏休みに向けていろいろなことを考えて

いかなきゃいけない時期でもありますし、あそ

この空間をどういうふうにすると利用者、建物

の利用者にとって、地域の方にとってよりよい

ものになるか、ちょっとお時間をいただいて考

えさせていただきたいと思っております。取り

あえずの間はフリースペースとして御活用い

ただければというふうに思っております。 

○いいくら昭二委員 そもそも入り口、板垣通り

から入って右側に池というのですか、あれは全

然活用されていないのかなって、あれそもそも、

ここ建てて約２０年ぐらいですか、あれどうい

う形で活用されていた、せっかくいい機会です

から、その点についても、今後の取組について、

ちょっとお話聞かしたらなと思うのですけれ

ども。 

○地域のちから推進部長 大変申し訳ありませ

ん。建てたときのいきさつがいろいろあるよう

でして、あそこの池の部分についてどう活用し

ていくのかというところについては、今この場

でこうしたいと思っておりますという答弁が

できなくて恐縮ですが、入り口のところは自転

車置場ですとかいろいろなところも含めて、見

直すべきタイミングできちんと見直していく。

ただ、そのためには地域の方々の御賛同、御協

力をいただく必要があると思っておりますの

で、そうした点も踏まえて、検討はするタイミ
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ングが来れば、検討させていただきたいと思っ

ております。 

○いいくら昭二委員 せっかくいい機会ですか

ら、そういうこともしっかりと検討していって

いただきたいと。 

  それで、先ほども議論がありましたように、

１階のところなのですけれども、私もやはりい

ろいろな方から、あそこの周辺、特に２階、３

階又は放送大学の方々がちょっと休憩すると

いうと、食事という部分で、そもそも今回のレ

ストランの運営の入札に関しては、なかなか金

額の折り合いというか、様々な部分でなかった

という部分、話を聞いているのですけれども、

だから、ただし抜本的には、この食事ができる

スペースというのは皆さん誰もが必要だと思

っていると思うのですけれども、その点につい

ては、区は今後の展開で、先ほども花火までに

はと、いろいろあるのですけれども、今後、区

としてはその金額の折り合いとか、そういうこ

とを踏まえた上で今後ここの在り方というの

は、もう食事はもうするのはもうやらないのか、

それとも区の施設として使うのか、その点につ

いて方向性というのは今どのように考えてい

るのですか。 

○地域のちから推進部長 レストランとして戻

すことはもう無理だという判断はしておりま

す。 

  区の様々な事業の執務ですとか、何とかルー

ムみたいな形で使うのがいいのか、そうでない

のがいいのかも含めてなのですが、これから検

討させていただきたいと思っております。 

  ただ、需要と供給のバランスといいますか、

フリースペースにして全然誰も使ってないと

いうのは、一番最悪のパターンだと思っており

ますので、どのような使い方がいいのか、需要

と供給のバランスを踏まえてきちんと検討は

していきたいと思っております。 

○いいくら昭二委員 先ほどのへんみ委員の質

問の中において、今後花火までにということで、

本当あそこはロケーションがいいところです

から、そうするとある程度区民に開放というこ

とも、方向性も考えていくのだろうと思ってい

るので、その点はどうなのでしょうか。 

○地域のちから推進部長 使い方は、本来の使い

方がどういうものになるかによって変わって

くると思っています。極端な話ですけれども、

あそこを区の事務スペースとしてしまうので

あれば、花火大会の際に一般の方に入っていた

だくということはできなくなりますし、今いい

くら委員の御発言のフリースペースとしてと

いうことになれば、花火大会のときはそこは区

民の方に開放する。ですから、どういう使い方

をするのかというところによって花火大会の

ときの使い方は大きく異なってくるのだと思

っております。 

○いいくら昭二委員 これ要望なのですけれど

も、もう本当にあそこはいいロケーションの中

において、活用の仕方というのはいろいろある

と思うのですけれども、足立区が主催している

花火というと約６０万人ですか、その中におい

て、せっかくあそこでよく見えるのであるなら

ば、区に貢献してくれた方とか様々な部分にお

いて、是非とも区民のための花火大会、そのた

めの場所という部分においては、是非とも何か、

本当に事務スペースというか、何とか施設が来

るというのはちょっと寂しいなと。せっかく今

までそういう、あとは先ほども言いましたよう

に、食事のスペースが１階という話になるので

すけれども、あの周辺からすると、やはり食事

というか飲食ということも当然に必要かなな
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んていう部分で、私自身も思っておりますので、

せっかくいい機会でございますので、しっかり

検討していい方向に、区民のためになるような

形で、要望しときます。 

○鹿浜昭委員長 他に質疑よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○鹿浜昭委員長 質疑なしと認めます。 

 

           ◇            

 

○鹿浜昭委員長 次に、その他に移ります。 

  何かありますか。 

○さの智恵子委員 私の方から１点だけちょっ

と質問をさせていただきたいと思います。 

  情報連絡でいただいておりました東京ベル

ディのこの実施結果についてでございます。こ

ちら１，５００人を対象にということでござい

まして、観戦チケット１，０００枚が、申込み

開始１日で配付が完了して、追加で７６２枚、

合計１，７６２枚のこの観戦チケットの配付を

して、当日の観戦者が８５５人ということで、

約２分の１だったということでございます。こ

れ聞いたところ、１人最大６枚まで申込みがで

きたというふうにございますが、この６枚とい

うのはどのようにお決めになったのでしょう

か。 

○地域のちから推進部長 今回このチケットに

ついては、東京ベルディの方のシステム、恐ら

くＪリーグのシステムそのものの運用だと思

っています。なので、こちらの方でシステム組

んでいませんので、東京ベルディの方で御用意

したものがたまたま６枚だったということで

ございます。 

○さの智恵子委員 分かりました。 

  人は最大申込み数を是非確保して、いろいろ

な方に多分当たって、家族、大体家族４人とか、

多い方もいるのですが、最大当たって、駄目だ

ったから３人で行くとかところもあったかと

思います。 

  これシステムなので、変更することはできな

いということでよろしいでしょうか。 

○地域のちから推進部長 この件について私も

東京ベルディに対して非常に申し訳ないなと

思っています。 

  １日、金曜日発券開始で、土曜日のお昼にも

う終わっていたので、無理をいって空けていた

だいて、追加でってやった割には、結局出た数

の半分しか人が来なかった。ここについて、私

も東京ベルディ非常に申し訳なかったなと思

っていまして、次回こういうきっかけがあれば、

チャンスがあれば、対応ができるかどうかも含

めて御相談をさせていただきたいと思ってお

ります。 

○さの智恵子委員 分かりました。 

  行った方が少ないということは、逆に申込み

をしようとした方が、万が一、もういっぱいに

なって行けなかったということもあるかと思

います。是非３枚とか４枚とか、適切な枚数の

上限を是非設定をお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○小林ともよ委員 私、梅田八丁目の複合施設の

ことに関してなのですけれども、今工事現場と

いうか、ところに壁に本当に子どもたちの絵が

たくさん飾ってあって、夢がますます膨らむな

という状況になっております。 

  今回図書館サービスデザイン担当課という

ことで、担当課が新設されまして、課長が石川

県立図書館にいらっしゃったということを聞

いております。私も実は区民委員会の方で視察

の方を希望していたのですけれども、残念なが
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ら行けなくて、ただこの間、区議団全員で能登

の方にちょっとボランティア支援に入りまし

て、その帰りに石川県立図書館行くことができ

まして、本当にすばらしい施設だったのです。

もう帰りたくないという、思うぐらいのそうい

う施設で、是非梅田八丁目にも、同じようなと

いうか、そういった皆さんが集えるような場所

にしていただきたいと思いますが、いかがでし

ょうか。 

○図書館サービスデザイン担当課長 石川県立

図書館来てくださってありがとうございまし

た。 

  そういう、多くの県民に愛されたような図書

館、多くの足立区民に愛されるような図書館を

梅田でつくっていければと、あとは図書館全体、

区立図書館全体を、そういう愛される図書館に

していければと考えておりますので、頑張って

いきたいと思います。ありがとうございます。 

○鹿浜昭委員長 他によろしいでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○鹿浜昭委員長 質疑なしと認めます。 

  それでは委員長から申し上げます。 

  この委員構成で区民委員会を開催するのは、

特段の事情がない限り、今回が最後になると思

いますので、一言挨拶させていただきます。 

  約１年に及び、各委員の皆さん、また執行機

関の皆様には大変お世話になりました。心より

感謝申し上げます。 

  区民サービスや区民生活に直結するこの区

民委員会でありました。本当に委員の皆様には

区民目線に立って、本当に質問また要望等をし

っかりと質問していただき、心から感謝申し上

げます。本当に身のある委員会ではなかったの

かな、そんな思いでございます。 

  この委員長を受けて、これからも私しっかり

と区政発展のために、しっかりとまた努力させ

ていただく所存でございますので、どうぞよろ

しくお願い申し上げます。ありがとうございま

した。 

  それでは、副委員長からも御挨拶お願いいた

します。 

  初めに、さの副委員長、お願いいたします。 

○さの智恵子委員 委員長を補佐できたかは大

変疑問ではございますが、本当に区民の皆様の

身近ないろいろ施策につきまして、様々な議論

ができたと思っております。１年間大変にあり

がとうございました。 

○鹿浜昭委員長 ありがとうございました。 

  次に、小林副委員長、お願いいたします。 

○小林ともよ委員 今回１期生として１年目の

初めての委員会ということで、日々本当に緊張

することが続いております。毎回委員会の度に

緊張しまして、様々な失敗を繰り返してきまし

たけれども、本当に皆さんには温かい目で見守

っていただいて、安心してこの委員会にも出席

することができました。これからも区民のため

に努力していきたいと思いますのでよろしく

お願いします。ありがとうございました。 

○鹿浜昭委員長 ありがとうございました。 

  以上をもちまして、区民委員会を閉会いたし

ます。 

午前１１時３９分閉会 


